
参
議
院
議
員
山
田
太
郎
君
提
出
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協

力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
１
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
に
成
立
し
た
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
武
力

攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
改
正
事
態
対
処
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
武
力
攻
撃
事
態

又
は
存
立
危
機
事
態
に
お
い
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
防
衛
出
動
を
命
ず
る
に
当
た
り
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
り
事
前
に
国
会
の
承

認
を
得
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
に
お
け
る
例
外
的
な
手
続
も
定
め
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
存
立
危
機
事
態
が
武
力
攻
撃
事

態
等
と
重
な
ら
な
い
場
合
」
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
平
和
安
全
法
制
の
成
立
を
踏
ま
え
た
政

府
の
取
組
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
政
府
の
取
組
」
と
い
う
。
）
の
下
、
政
府
と
し



て
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
六
日
に
自
由
民
主
党
、
公
明
党
、
日
本
を
元
気
に
す
る
会
、
次
世
代
の
党
及
び
新
党
改
革
の

五
党
に
よ
り
合
意
さ
れ
た
「
平
和
安
全
法
制
に
つ
い
て
の
合
意
書
」
（
以
下
「
五
党
合
意
」
と
い
う
。
）
及
び
我
が
国
及
び

国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処

事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
平
成
二
十
七
年
九
月
十
七
日
参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
。
以
下
「
附
帯
決

議
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

一
の
２
、
４
及
び
５
に
つ
い
て

改
正
事
態
対
処
法
第
九
条
第
一
項
の
対
処
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
、
閣
議
決
定
し
た
後
、
こ
れ
を
公

示
す
る
と
と
も
に
、
国
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
重
要
影
響
事
態
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
基
本
計
画
に
つ
い
て

は
、
閣
議
決
定
し
、
国
会
の
開
会
中
で
あ
る
か
閉
会
中
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
と
と
も
に

、
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
対
応
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。



平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
に
成
立
し
た
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に

対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、

閣
議
決
定
し
、
国
会
の
開
会
中
で
あ
る
か
閉
会
中
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
対

応
措
置
の
実
施
前
に
基
本
計
画
を
添
え
て
当
該
対
応
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
六
条
の
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
閣
議
決
定
し
、
国
会
の
開
会
中
で
あ
る
か
閉
会
中
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
に

報
告
し
、
公
表
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
行
う
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
同
法
第
三
条
第
五
号
イ
か

ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
は

、
実
施
計
画
を
添
え
て
当
該
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
の
３
に
つ
い
て

重
要
影
響
事
態
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
よ
る
対
応
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
、
原

則
と
し
て
事
前
に
国
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
要
件
と
し
つ
つ
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
例
外
的
な
手
続
も
定



め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
の
取
組
の
下
、
政
府
と
し
て
は
、
五
党
合
意
及
び
附
帯
決
議

の
趣
旨
を
尊
重
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
の
駆
け
付
け
警
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
。

二
の
１
か
ら
３
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
五
党
合
意
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府

の
取
組
の
下
、
政
府
と
し
て
は
、
五
党
合
意
及
び
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
政
府
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。


